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平成20年９月橋本市議会定例会会議録（第６号）その２ 

平成20年９月22日（月） 

                                         

（午前９時30分 開議） 

○議長（中上良隆君）おはようございます。

平成20年９月市議会定例会の最終日となりま

した。 

 ただ今の出席議員数は23人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（中上良隆君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

○議長（中上良隆君）この際報告いたします。 

 経済建設委員会委員長 清水君から平成20

年９月16日付をもって議案１件が、同じく文

教厚生委員会委員長 平林君から平成20年９

月17日付をもって議案１件が、同じく議会運

営委員会委員長 山田君から平成20年９月22

日付をもって議案２件が提出されました。議

案はお手元に配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

                     

○議長（中上良隆君）この際、当局より発言

の申し出がありますので、これを許します。 

 経済部長。 

○経済部長（山本重男君）おはようございま

す。 

 去る９月11日の議案審議におきまして、議

案第14号 訴訟の提起 につきまして、瀧議

員のご質問に対する答弁の中で、擁壁をＬ字

型と答弁させていただきましたが、Ｌ字型で

はなく、議案書のとおりブロック積みでござ

います。訂正しておわび申し上げます。 

○議長（中上良隆君）ご了承願います。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中上良隆君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において10番 平林君、15

番 石橋君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 認定第1号 平成19年度橋本市

一般会計決算の認定について から、日程

第17 認定第16号 平成19年度橋本市病

院事業会計決算の認定について まで

の16件 

○議長（中上良隆君）日程第２ 認定第１号 

平成19年度橋本市一般会計決算の認定につい

て から、日程第17 認定第16号 平成19年

度橋本市病院事業会計決算の認定について 

までの16件を一括議題といたします。 

 ただ今議題となりました本案に関し、平

成19年度決算審査特別委員会委員長から、委

員会において審査中の事件につき、会議規則

第104条の規定により、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続審査の申

し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査

に付することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長申し出のとおり、閉会中の

継続審査に付することに決しました。 

                     

 日程第18 議案第８号 橋本市ふるさと応

援基金条例の制定について と、日程第19 

議案第13号 字の新設について の２件 

○議長（中上良隆君）日程第18 議案第８号 

橋本市ふるさと応援基金条例の制定について 
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と、日程第19 議案第13号 字の新設につい

て の２件を一括議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 総務委員会委員長 12番 辻本君。 

〔12番（辻本 勉君）登壇〕 

○12番（辻本 勉君）おはようございます。

それでは、総務委員会の委員長報告を行いま

す。 

 去る９月11日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第８号 橋本市ふるさ

と応援基金条例の制定について、議案第13号 

字の新設について を審査するため、９月12

日に委員会を開催し、慎重審査の結果、いず

れも全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しましたので、以下その概要を報告いた

します。 

 議案第８号は、平成20年４月に、ふるさと

納税制度関係法律案が成立したことにより、

地方公共団体に寄附金を納めていただくと、

一定限度まで個人住民税や所得税が軽減され

るようになり、本市においては、「ふるさと橋

本応援寄附金」の名称で寄附金を募集し、い

ただいた寄附金を適正に管理運用するため、

橋本市ふるさと応援基金を設置するものであ

る。 

 委員から、第７条において、本基金は、「元

気なまち橋本市」を創出するための五つのプ

ロジェクトに充当するとしているが、寄附い

ただく方の意思は尊重されるのか とのただ

しがあり、寄附者本人より、五つのプロジェ

クト以外の事業への充当申し出があった場合

も、本条例第７条第６号の規定により寄附の

受け入れはできる。また、納付された寄附金

については、寄附者の意思をできる限り尊重

することとし、本基金に積み立て、来年度以

降の予算において基金を取り崩し、どの事業

に充当するか財源内訳を表示することになる 

との答弁がありました。 

 寄附申出書の書式は自治体によってさまざ

まであるが、本制度では、いかに寄附いただ

けるか自治体間の競争になるため、寄附者の

意向をより記入しやすい申出書にするべきで

はないのか とのただしがあり、寄附者の意

思については、現在、申出書のメッセージ欄

に記入していただいているが、既に申し出い

ただいた方との均衡がとれる範囲で、より記

入いただきやすい書式に変更したい との答

弁がありました。 

 寄附金の税制上の優遇制度について ただ

しがあり、本条例第７条第６号の規定により、

五つのプロジェクトを中心に、その他の事業

に係る寄附についても優遇制度の適用対象と

なる。ただし、特定団体に対する補助金への

充当に係る寄附など、一部適用対象外のもの

もある との答弁がありました。 

 議案第13号は、独立行政法人都市再生機構

が施行している橋本都市計画事業橋本隅田土

地区画整理事業において、使用収益が平成21

年、換地処分が平成24年に予定されており、

当該事業の換地処分予定区域及び隣接区域を

もって行政区画としたく、新たに「紀ノ光台」

という字を設置するものである。なお、この

名称は、当地区の企業立地や住宅地の発展を

めざして、紀州の「紀」を使用することによ

り全国に情報発信し、当地区の地形、地勢か

ら日の当たる住宅地や清らかな紀の川の光り

輝く姿を連想させる「光」を使用し、また、

「台」を使うことにより、橋本林間田園都市

との一連性を保つように考慮している。 

 委員から、区域面積について ただしがあ

り、全体面積が約126.4haで、一丁目は31.4ha、

二丁目は39.6ha、三丁目は55.4haである と

の答弁がありました。 

 以上、委員長報告といたします。議員各位

のご賛同、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告に
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対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより議案第８号の討論に入ります。 

 討論する方、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第８号 橋本市ふるさと応

援基金条例の制定について を採決いたしま

す。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第13号の討論に入ります。 

 討論する方、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第13号 字の新設について 

を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第20 議案第10号 橋本市公共施設

等管理基金条例の制定について と、日程

第21 議案第12号 市道の認定及び廃止

について の２件 

○議長（中上良隆君）日程第20 議案第10号 

橋本市公共施設等管理基金条例の制定につ

いて と、日程第21 議案第12号 市道の認

定及び廃止について の２件を一括議題と

いたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 経済建設委員会委員長 ６番 清水君。 

〔６番（清水信弘君）登壇〕 

○６番（清水信弘君）去る９月11日の本会議

において、本委員会に付託された議案第10号 

橋本市公共施設等管理基金条例の制定につ

いて、議案第12号 市道の認定及び廃止につ

いて を審査するため、９月16日に委員会を

開催し、慎重審査の結果、いずれも全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決しまし

たので、以下その概要を報告いたします。 

 議案第10号は、宅地開発により施行者から

市に移管された道路・緑地・広場等、また、

企業誘致関連により法人から市に移管され

た土地、建物及び工作物といった公共施設等

の維持管理に必要な資金に充てるため、公共

施設等管理基金を設置するものである。 

 委員から、南海電気鉄道株式会社から寄附

いただいた経緯について ただしがあり、平

成７年頃、三石台周辺緑地で開発計画が起こ

った際、地元住民の反対もあり、開発地内の

緑地については、南海電鉄が第三者に転売し

ないかわりに市が引き取ってほしいとの話

があった。これを受け、平成11年、橋本市開

発計画調整会議において協議を行い、第三者

に譲渡された場合、トラブルの発生が懸念さ

れるため、南海電鉄に費用負担を求めずに市

が引き取ることとなり、現在まで随時引き取

ってきた。その後、財政状況も厳しい中、南

海電鉄との間で、当該地の維持管理に対する

応分の負担を求め協議を行った結果、900万

円の寄附をいただけることとなった との
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答弁がありました。 

 ＪＴからの寄附の内容と地元対策につい

て ただしがあり、ＪＴからの寄附金のうち、

ＪＴ跡地内にあるポンプ場周辺の安全対策

や 隣 接 国 道 の 修 繕 等 の 費 用 相 当 分 と し

て2,300万円を本基金に積み立て、今後、地

元区の要望も含めて対応したい との答弁

がありました。 

 議案第12号は、国土交通省が、京奈和自動

車道関連事業として新たに建設し、本市が移

管を受ける南側道東家市脇線ほか14路線、同

事業により現市道を延長した高野口24号線

及び平山団地９号線、並びに本市が企業誘致

用地へのアクセス道路として建設した神

野々畑田池線の計18路線を新たに市道とし

て認定するとともに、京奈和自動車道関連事

業により道路区域に編入されたために市道

としての道路形状がなく、東家樋下線、中山

線、上戸津井支線の３路線を全面廃止、また

は一部延長を廃止するものであり、委員会は

さきに現地に赴き、調査の後、審査を行いま

した。 

 委員から、新たに認定する市道の供用開始

時期について ただしがあり、柏原地内の京

奈和自動車道側道信号機について、県公安委

員会で正式な設置時期は決定されていない

が、10月中頃には設置いただけるものと考え

ており、その時点で全線を一斉に供用開始し

たい との答弁がありました。 

 供用開始時期の公表について ただしが

あり、県公安委員会より、信号機の設置及び

作動の連絡があれば、これに基づき供用開始

の告示をしたい との答弁がありました。 

 信号機設置の問題もあり、工事完了から供

用開始まで日数を要することは理解できる

が、一日でも早く供用開始できるよう努力い

ただきたい との要望がありました。 

 以上、議員各位のご賛同をよろしくお願い

申し上げます。 

（「国道じゃなくて里道」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告の

中で、１ページ目、下段３行目で、隣接国道

とありましたですけど、里道で、報告書のと

おりでありますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 ただ今の委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより議案第10号の討論に入ります。 

 討論する方、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第10号 橋本市公共施設等

管理基金条例の制定について を採決いたし

ます。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第12号の討論に入ります。 

 討論する方、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第12号 市道の認定及び廃

止について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第22 議案第９号 橋本市企業誘致対

策基金条例の制定について 

○議長（中上良隆君）日程第22 議案第９号

橋本市企業誘致対策基金条例の制定について

を議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 企業誘致対策調査特別委員会委員長 19

番 中本君。 

〔19番（中本正人君）登壇〕 

○19番（中本正人君）おはようございます。

それでは、朗読をもちまして委員長報告にか

えさせていただきます。 

 去る９月11日の本会議において、本委員会

に付託された議案第９号 橋本市企業誘致対

策基金条例の制定について を審査するた

め、９月16日に委員会を開催し、慎重審査の

結果、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決しましたので、以下その概要を報告い

たします。 

 議案第９号は、全国的に企業立地活動が活

発になる中、本市においても鋭意企業誘致に

取り組み、その成果が徐々に現れてきており、

この機を逃さず、企業誘致を円滑に進めるた

め、企業誘致対策基金を設置し、誘致用地の

整備等を図るものである。 

 委員から、本基金は具体的にどのような場

合に充当するのか とのただしがあり、企業

との交渉の中で、誘致用地の整備やインフラ

整備について、早急な対応が必要となった場

合、誘致の機会を逃さないために機動性に優

れた支出が行えるよう対応したい との答弁

がありました。 

 今回、ＪＴから寄附いただいた４億300万

円のうち、３億8,000万円を本基金に積み立て

るとしているが、ＪＴとの間でどういった交

渉がなされたのか とのただしがあり、市内

最大の企業であったＪＴが数年前に撤退し、

その跡地対策として、ＪＴに対し、製造業を

中心に企業誘致に取り組んでいただくよう強

く申し入れてきたが失敗に終わった。これら

の過去の経緯等も踏まえ、その後の対策につ

いて交渉を重ね、最終的には、ポンプ場周辺

の安全対策・管理や里道等の対策も含め、市

の企業誘致の取り組みに対し寄附いただくこ

とになった との答弁がありました。 

 基金を取り崩し支出する場合、どういった

内容の支出であるか明らかにされるのか と

のただしがあり、基金の運用上、歳入、歳出

ともすべて予算に計上するため、明らかにな

る との答弁がありました。 

 他の基金条例では、運用収益の処理及び処

分の条項両方に「予算に計上して」という条

文が明記されているものがある中、本基金条

例では、処分の条項にこの条文が入っていな

いことについて ただしがあり、本条例を含

め同様の形式のものと、両方の条項に明記し

ているもので、条文の標記方法に違いがある

ものの、どちらの場合も基金を処分する場合

は予算計上するため、運用上の違いはない 

との答弁がありました。 

 ポンプ場等の安全対策・管理など、地元対

策についても十分配慮願いたい との意見が

ありました。 

 以上をもって委員長報告を終わります。議

員各位のご賛同、よろしくお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。 

 討論する方、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第９号 橋本市企業誘致対

策基金条例の制定について を採決いたしま

す。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 


